
「社会福祉法人空のいろ」の設立認可について 

１ 社会福祉法人の設立認可等事務の権限移譲 

地域主権改革の一環である「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年８月２６日成立）」

の施行により、社会福祉法が改正された。 

社会福祉法改正に伴い、平成２５年４月１日から事業実施区域が品川区内の

みの社会福祉法人に関する設立認可や指導監査等の権限が東京都から品川区

へ移譲された。 

権限移譲後、品川区は、所轄する１２の社会福祉法人の定款変更認可や指導

監査等を行ってきた。 

今回、社会福祉法人の設立認可申請があり、品川区として初めて、下記のと

おり社会福祉法人の設立認可を行った。  

２ 設立認可の経過 

 （１）設立認可等審査委員会  平成２９年６月５日 

 （２）設立認可申請      平成２９年７月６日  

 （３）設立認可        平成２９年７月２０日 

３ 主な設立認可基準 

（１）組織運営（役員等の適格性 等） 

（２）事業  （社会福祉事業の実施の確実性 等） 

（３）資産状況（土地・建物の所有状況 等） 

（４）資金計画・財務状況（設立・運転資金の確保、補助金の見込 等） 

４ 設立認可法人 

（１）名称     社会福祉法人 空のいろ 

（２）所在地    西品川一丁目１３６０番地４ 

 （３）実施事業   保育所の経営（社会福祉事業） 

 （４）理事長氏名  髙田 亜希 

厚 生 委 員 会 資 料 

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ２ １ 日 

福 祉 部 福 祉 計 画 課 



５ 保育所概要（予定） 

 （１）施設名 （仮称）そらのいろ保育園（私立認可保育所） 

 （２）所在地  西品川一丁目１３６０番地４ 

 （３）定員    

０歳 ９名 

１歳 １０名 

２歳 １２名 

３歳 １４名 

４歳 １４名 

５歳 １４名 

合計 ７３名 

（４）面積   土地：約３４０㎡  建物：約５４２㎡ 

 （５）開設予定 平成３０年４月１日 

＜法人・保育所所在地＞


